
 



Ｑ 議案書 P34(附属明細書)に未払い費用と

して役員、職員、定時職員の費用が計上され

ています。 

払えなかったということでしょうか。 

 

 

 

 

Ｑ まいにち自動車清算結了とありますが、

▲4,296,857 円がどのように処理されたの

か、親組織側の会計にどのように関係したの

か、していないのかよくわからないので、教

えてください。 

 

Ａ 回収枚数、回収率のカウントにはWEB

の注文もカウントされています。ただし、

正確な割合は出すことは難しいです。 

 
 

Ｑ ・どういう理由でこの金額を積み立てることに

したのか説明をお願いします。法的に説明する

義務はないと言われればそれまでですが、必要

だからこの金額に決定されたわけですから説

明しても良いのでは？ 

・積立の理由についてご説明お願いします。 

 

 

  

 

第７１回通常総代会でいただいたご質問・ご意見を一部紹介します。 
 

                 

Ａ グリーンコープ生協の給与支払いは当月

25日です。生協の月締めは毎月 20日で、1

日から 20 日分は当月で支払ができないた

め、未払費用として計上して翌月支払いをし

ます。この処理は毎月発生するものです。 

 

 

 

Ａ まいにち自動車については、会社を設立す

る際にグリーンコープ生協から９,990,000円

出資をしています。清算後の残余財産分配額は

5,603,143円でしたので子会社株式清算損と

して 4,296,857円を計上しています。昨年の

総代会において任意積立金として子会社清算積

立金 6,000,000円を計上していますので、

2022年度積立金を取り崩して充てることにな

ります。 

 

 

 

 

Ｑ 回収枚数、回収率のカウントは OCR用

紙のことかと思うのですが、WEB 注文者に

とっては不要紙になっています。 

受注が入ったどうかのカウントになりま

せんか？ 

 

   

 

Ａ 動画を配信することはできるのですが、グリーン

コープ生協として行う場合は、参加者のみなさんの映

像、発言についてなど確認しなくてはいけないことが

多くでてきますし、その確認ができる人材も必要にな

ってくる等、なかなか難しいことですが、配信できる

様になれば、活動が広がるので、今後検討していきま

す。現在メーカーさんの動画などはグリーンコープの

ホームページや youtubeにグリーンコープチャンネ

ルがあるので、そちらをご覧ください。 

 

 

 

 

Ｑ せっかくオンラインでできるようになった

活動、アーカイブ視聴ができたらいいのにと思い

ます。できませんか？ 

 

 

（今回は第 1号議案・第２号議案に関するものを掲載しています。） 

Ａ 積立の理由は「法定準備金」は出資総額の 2 分

の 1 に相当する額（グリーンコープ生協では約 1 億

7200万円）に達するまで毎事業年度の剰余金の 10

分の 1 に相当する額以上の金額を積み立てるものと

する、また「教育事業等繰越金」は剰余金の 20分の

1 に相当する額以上の金額を計上することになって

います。「法定準備金」はグリーンコープ生協の経営

基礎を強固にするとともに、経済的変化の場合にも組

合員及び債権者の利益を守り、不慮の損失により生ず

る資本の欠陥を補填するためであり、「教育事業等繰

越金」は組合員及び職員の組合事業に関する知識の向

上を図るための費用に充てる、法の強制のもとに積み

立てられるものです。特に法定準備金は出資総額の 2

分の 1に近づけるためこの額に決めました。 

 

 

第１号議案について 

第２号議案について 

◎次回は第 3号議案～第 5号議案についての質問をお届けします。 

 グリーンコープのホームページで、 
いろいろな動画を見ることができます。 


